
配
信
サ
イ
ト
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
で

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
令
和
５

年
涌
谷
町
議
会
定
例
会
９
月
会
議

で
検
索
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

議
会
事
務
局　
☎
43
ー
２
１
２
７

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

休
日
受
取
窓
口
を

開
設
し
ま
す

　
休
日
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
受
け
取
れ
る
休
日
窓
口
を
開
設

し
ま
す
。
受
付
後
10
分
程
度
で
受

け
取
れ
ま
す
。

　
平
日
は
、
８
時
30
分
～
17
時
15

分
に
受
け
取
れ
、
毎
週
水
曜
日
は
、

19
時
ま
で
窓
口
を
延
長
し
て
い
ま

す
。
混
雑
時
は
お
待
た
せ
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

▼
日
時　
９
月
10
日（
日
）

　

 

９
時
～
12
時（
事
前
予
約
制
）

▼
場
所　
町
民
生
活
課
窓
口

▼
予
約
方
法　
電
話
に
よ
る
事
前

予
約
制（
平
日
９
時
～
17
時
）。
定

員
18
人
で
締
め
切
り
ま
す
。

▼
持
参
物　
交
付
通
知
書（
ハ
ガ

キ
）、
本
人
確
認
書
類
、
個
人
番

号
通
知
カ
ー
ド
、
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド（
持
っ
て
い
る
人
の
み
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

町
民
生
活
課
総
合
窓
口
班

☎
43
ー
２
１
１
３

９
月
は
廃
棄
物
不
法
投
棄

防
止
強
化
月
間

　
最
近
、
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
が

目
立
っ
て
い
ま
す
。
不
法
投
棄
は

私
た
ち
の
生
活
環
境
破
壊
に
つ
な

が
る
犯
罪
と
し
て
法
律
で
禁
止
さ

れ
て
お
り
、
違
反
し
た
場
合
に
は
、

懲
役
ま
た
は
罰
金
刑
に
処
せ
ら
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
涌
谷
町
で
は
、
不
法
投
棄
防
止

看
板
の
設
置
や
町
・
警
察
に
よ
る

パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
、
不
法
投

棄
防
止
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　
不
法
投
棄
を
見
つ
け
た
ら
、
警

察
ま
た
は
町
民
生
活
課
に
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

町
民
生
活
課
町
民
生
活
班

☎
43
ー
２
１
１
３

10
月
１
日
法
の
日
に

司
法
書
士
相
談
会
を
実
施

　
宮
城
県
司
法
書
士
会
で
、
10
月

１
日（
日
）10
時
～
15
時
に
、
古
川

商
工
会
議
所
で
司
法
書
士
に
よ
る

相
談
会
を
開
き
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

宮
城
県
司
法
書
士
会

☎
０
２
２
ー
２
６
３
ー
６
７
５
５

善
意
を
あ
り
が
と
う

（
７
月
分
受
付
）

▼
ふ
る
さ
と
納
税

　
全
国
の
75
人
の
皆
さ
ま

 

１
５
６
万
９
千
円

▼
町
指
定
文
化
財
「
佐
々
木
家
住

宅
」
維
持
の
一
助
と
し
て

　
佐
々
木
和か

ず

哉や

さ
ま 

10
万
円

▼
町
行
政
の
一
助
と
し
て

　
匿
名
さ
ま 

２
万
円

▼
教
育
行
政
の
一
助
と
し
て

　
わ
く
や
大
の
会

　
会
長　
佐
々
木
繁し

げ
るさ

ま

 

ベ
ン
チ
３
基

▼
教
育
行
政
の
一
助
と
し
て

　
有
限
会
社
大
地
環
境
企
画

　
代
表
取
締
役　
安
部
彰あ

き

浩ひ
ろ

さ
ま

　
車
止
め
バ
リ
ケ
ー
ド
な
ど
一
式

国
民
年
金
保
険
料
は

口
座
振
替
が
お
得
で
す

　
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
に
は
、

口
座
振
替
を
利
用
で
き
ま
す
。
口

座
振
替
に
は
、
当
月
分
保
険
料
を

当
月
末
に
振
替
納
付
す
る
こ
と
で
、

月
々
50
円
割
引
さ
れ
る
早
割
制
度

や
、
現
金
納
付
よ
り
も
割
引
率
が

多
い
６
カ
月
前
納
・
１
年
前
納
・

２
年
前
納
も
あ
り
、
大
変
お
得
で

す
。
口
座
振
替
を
利
用
す
る
に
は
、

納
付
書
ま
た
は
年
金
手
帳
、
通
帳
、

金
融
機
関
届
出
印
を
持
参
の
上
、

希
望
す
る
金
融
機
関
ま
た
は
年
金

事
務
所
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

納
付
書
で
の
支
払
い
は
Ｐ
ａ
ｙ-

ｅ

ａ
ｓ
ｙ（
ペ
イ
ジ
ー
）が
便
利
で
す

　

Ｐ
ａ
ｙ-

ｅ
ａ
ｓ
ｙ
な
ら
、
自

宅
や
外
出
先
か
ら
夜
間
や
休
日
で

も
納
付
が
で
き
、
便
利
で
す
。
納

付
書
の
左
側
に
記
載
さ
れ
て
い
る

収
納
機
関
番
号
や
納
付
番
号
、
確

認
番
号
を
Ｐ
ａ
ｙ-

ｅ
ａ
ｓ
ｙ
対

応
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

バ
ン
キ
ン
グ
ま
た
は
モ
バ
イ
ル
バ

ン
キ
ン
グ
の
画
面
に
入
力
す
る
だ

け
で
納
付
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
内
に
設

置
さ
れ
て
い
る
複
数
の
銀
行
に
対

応
し
て
い
る
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
は
利
用
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

古
川
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

☎
23
ー
１
２
０
０

町
民
生
活
課
町
民
生
活
班

☎
43
ー
２
１
１
３

涌
谷
町
議
会
議
員
一
般
選
挙

立
候
補
予
定
者
向
け
説
明
会

▼
日
時　
10
月
４
日（
水
）

　
　
　
　
13
時
30
分
～

▼
場
所　
役
場
２
階
大
会
議
室

▼
立
候
補
で
き
る
人　
①
年
齢
満

25
歳
以
上（
平
成
10
年
12
月
18
日

以
前
の
出
生
者
）の
日
本
国
民
で
、

禁
固
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い

な
い
人
や
公
民
権
停
止
者
で
は
な

い
人
②
今
回
の
涌
谷
町
議
会
議
員

一
般
選
挙
の
選
挙
権
を
有
す
る
人

▼
問
い
合
わ
せ
先

涌
谷
町
選
挙
管
理
委
員
会

☎
43
ー
２
１
１
１

涌
谷
町
議
会
定
例
会

９
月
会
議
を
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ

ｂ
ｅ
で
見
ら
れ
ま
す

　
９
月
の
定
例
会
議
は
９
月
７
日

（
木
）か
ら
開
催
予
定
で
す
。

　
日
程
や
一
般
質
問
な
ど
の
詳
細

は
、
涌
谷
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

や
役
場
・
公
民
館
に
設
置
す
る
チ

ラ
シ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
ま
た
、
議
会
の
生
中
継
を
動
画
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業
セ
ミ
ナ
ー
を
実
施
し
ま
す
。

▼
日
時　
10
月
25
日（
水
）、
11
月

１
日（
水
）、
11
月
８
日（
水
）、
11

月
15
日（
水
）、
11
月
22
日（
水
）各

日
と
も
18
時
～
21
時

▼
場
所　
遠
田
商
工
会
小
牛
田
事

業
所

▼
定
員　
15
人（
先
着
順
）

▼
申
込
締
切　
10
月
18
日（
水
）

《
経
営
力
支
援
セ
ミ
ナ
ー
》

　
持
続
的
経
営
に
必
要
な
ノ
ウ
ハ

ウ
を
学
び
た
い
事
業
者
を
対
象
に
、

全
５
回
の
経
営
力
支
援
セ
ミ
ナ
ー

を
実
施
し
ま
す
。

▼
日
時　
９
月
20
日（
水
）、
９
月

27
日（
水
）、
10
月
４
日（
水
）、
10

月
11
日（
水
）、
10
月
18
日（
水
）各

日
と
も
18
時
～
21
時

▼
場
所　
遠
田
商
工
会
小
牛
田
事

業
所

▼
定
員　
20
人（
先
着
順
）

▼
申
込
締
切　
９
月
13
日（
水
）

▼
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
先

遠
田
商
工
会
小
牛
田
事
業
所

☎
33
ー
２
３
０
９

事
業
承
継
・
引
継
ぎ

個
別
相
談
会
を
開
き
ま
す

　
地
域
経
済
の
持
続
可
能
な
発
展

の
た
め
に
、
国
の
公
的
支
援
機
関

の
宮
城
県
事
業
承
継
・
引
継
ぎ
支

援
セ
ン
タ
ー
と
連
携
し
て
、
年
間

け
れ
ば
、
汚
水
は
側
溝
や
川
、
海

な
ど
に
そ
の
ま
ま
流
れ
込
み
、
嫌

な
に
お
い
の
も
と
と
な
り
、
ハ
エ

や
蚊
な
ど
が
発
生
す
る
原
因
に
な

り
ま
す
。
き
れ
い
な
川
や
海
を
未

来
に
残
す
た
め
に
も
、
下
水
道
へ

の
接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
涌
谷
町
で
は
、
宅
地
面
積
が
広

い
た
め
に
排
水
設
備
延
長
が
長
く

な
る
世
帯
を
対
象
に
、
一
定
条
件

に
基
づ
き
排
水
設
備
工
事
費
用
の

一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
公
共
下
水
道
や
農
業
集

落
排
水
事
業
の
区
域
外
の
世
帯
を

対
象
に
、
合
併
処
理
浄
化
槽
を
設

置
す
る
工
事
費
用
の
一
部
を
助
成

し
て
い
ま
す
。
条
件
や
金
額
の
詳

細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

上
下
水
道
課
下
水
道
班

☎
43
ー
２
１
３
１

秋
の
農
繁
期
に
農
業
機

械
に
よ
る
事
故
に
注
意

し
ま
し
ょ
う

　
秋
の
農
繁
期
と
な
る
９
月
１
日

（
金
）か
ら
11
月
30
日（
木
）ま
で
の

期
間
に
、
秋
の
農
作
業
安
全
運
動

を
実
施
し
ま
す
。

▼
安
全
な
農
作
業
の
ポ
イ
ン
ト

①
農
作
業
に
適
し
た
服
装
で
作
業

②
機
械
の
点
検
時
に
は
エ
ン
ジ
ン

を
停
止
さ
せ
る

秋
の
交
通
安
全
運
動
を

実
施
し
ま
す

　
秋
に
か
け
て
日
の
入
り
が
早
く

な
る
こ
と
で
、
夕
暮
れ
時
か
ら
夜

間
に
か
け
て
歩
行
者
が
は
ね
ら
れ

る
交
通
事
故
が
発
生
し
や
す
く
な

り
ま
す
。
歩
行
者
も
ド
ラ
イ
バ
ー

も
、
一
人
一
人
が
交
通
ル
ー
ル
を

守
り
、
思
い
や
り
・
譲
り
合
い 

の
心
で
交
通
事
故
を
な
く
し
ま

し
ょ
う
。

　
秋
の
交
通
安
全
運
動
の
重
点
目

標
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

①
子
ど
も
と
高
齢
者
を
は
じ
め
と

す
る
歩
行
者
の
安
全
の
確
保

②
夕
暮
れ
時
と
夜
間
の
交
通
事
故

防
止
や
飲
酒
運
転
な
ど
の
根
絶

③
自
転
車
な
ど
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着

用
と
交
通
ル
ー
ル
遵
守
の
徹
底

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課
防
災
交
通
班

☎
43
ー
２
１
１
６

９
月
９
日「
救
急
の
日
」に

合
わ
せ
て
救
急
フ
ェ
ア
を

開
催

　
遠
田
消
防
署
で
は
、
９
月
９
日

救
急
の
日
に
合
わ
せ
、
救
急
フ
ェ

ア
２
０
２
３
を
開
催
し
ま
す
。

▼
日
時　
９
月
９
日（
土
）

　
　
　
　
10
時
～
11
時
30
分

▼
場
所　
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル
涌
谷

店
駐
車
場

▼
内
容　
心
肺
蘇そ

生せ
い

法
・
応
急
手

当
の
体
験
、
救
急
車
の
適
正
利
用

な
ど
の
資
料
展
示
、
救
急
車
の
展

示
な
ど

▼
問
い
合
わ
せ
先

遠
田
消
防
署
救
急
係

☎
43
ー
２
３
５
１

宮
城
県
総
合
畜
産
共
進
会

を
開
催
し
ま
す

　
９
月
か
ら
10
月
に
か
け
て
肉
用

牛
の
部
や
乳
用
牛
の
部
、
肉
豚
の

部
の
共
進
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

詳
細
は
、
宮
城
県
畜
産
協
会
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

一
般
社
団
法
人
宮
城
県
畜
産
協
会

☎
０
２
２
ー
２
９
８
ー
８
４
７
３

９
月
10
日
は

下
水
道
の
日

　
下
水
道
っ
て
、
水
洗
ト
イ
レ
の

こ
と
？
水
洗
ト
イ
レ
も
下
水
道
の

一
部
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
下
水
道
と
は
、
汚
れ

た
水
を
き
れ
い
に
す
る
た
め
の
施

設
を
指
し
、
下
水
処
理
場
や
下
水

道
管
、
家
庭
か
ら
出
る
汚
水
を
下

水
道
管
に
流
す
た
め
の
排
水
設
備

な
ど
の
総
称
で
す
。
下
水
道
が
な

③
長
時
間
業
や
夜
間
作
業
は
避
け

る▼
問
い
合
わ
せ
先

涌
谷
町
地
域
農
業
再
生
協
議
会

（
涌
谷
町
農
林
振
興
課
内
）

☎
25
ー
８
５
１
１

住
宅
・
土
地
統
計
調
査
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　
10
月
１
日
現
在
を
基
準
日
に
住

宅
・
土
地
統
計
調
査
を
行
い
ま
す
。

こ
の
調
査
は
、
全
国
一
斉
で
実
施

さ
れ
、
国
の
重
要
な
調
査
で
す
。

調
査
結
果
は
、
住
生
活
や
空
き
家

な
ど
に
関
す
る
各
種
施
策
の
た
め

の
基
礎
資
料
と
な
り
ま
す
。

　
調
査
を
お
願
い
す
る
世
帯
に
は
、

９
月
中
旬
か
ら
10
月
下
旬
に
か
け

て
調
査
員
が
伺
い
ま
す
。
調
査
内

容
を
統
計
以
外
の
目
的
に
は
使
用

し
ま
せ
ん
の
で
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

企
画
財
政
課
企
画
班

☎
43
ー
２
１
１
２

新
規
創
業
や
持
続
的
な
経
営

に
必
要
な
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
べ

る
セ
ミ
ナ
ー
を
実
施
し
ま
す

　
《
創
業
支
援
セ
ミ
ナ
ー
》

　
創
業
予
定
者
や
創
業
間
も
な
い

事
業
者
を
対
象
に
、
全
５
回
の
創
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を
通
じ
て
相
談
会
を
開
い
て
い
ま

す
。
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
が
疑

問
や
質
問
、
承
継
計
画
の
ポ
イ
ン

ト
な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。
相

談
は
無
料
で
、
公
平
・
中
立
、
秘

密
厳
守
で
対
応
し
ま
す
。

▼
日
時　
９
月
21
日（
木
）、
10
月

19
日（
木
）・
各
日
と
も
10
時
～
11

時
、
13
時
～
14
時
、
15
時
～
16
時

▼
申
込
方
法　
涌
谷
町
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
込
書
を
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
し
、
フ
ァ
ク
ス（
43
ー

3
3
4
1
）で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
先

遠
田
商
工
会
涌
谷
事
業
所

☎
43
ー
3
4
5
0

認
知
症
に
つ
い
て
学
べ
る

認
知
症
カ
フ
ェ
を

開
催
し
ま
す

　
認
知
症
の
本
人
や
家
族
だ
け
で

は
な
く
、
関
心
が
あ
る
人
な
ど
、

誰
で
も
気
軽
に
集
え
る
さ
く
ら
カ

フ
ェ
を
開
催
し
ま
す
。
不
安
を
一

人
で
抱
え
込
ま
ず
、
語
り
合
い
、

ホ
ッ
と
一
息
つ
き
ま
せ
ん
か
？

▼
日
時　
９
月
27
日（
水
）

　
　
　
　
10
時
～
11
時
30
分

▼
場
所　
ゆ
う
ら
い
ふ

▼
対
象　
町
内
在
住
の
認
知
症
の

本
人
、
そ
の
家
族
、
関
心
の
あ
る

人
な
ど

▼
参
加
費　
１
０
０
円

《
運
営
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
》

　
さ
く
ら
カ
フ
ェ
当
日
の
運
営
に

協
力
い
た
だ
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

を
募
集
し
ま
す
。

▼
対
象　
町
内
在
住
で
認
知
症
サ

ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
や
パ
ワ
ー

ア
ッ
プ
リ
ー
ダ
ー
養
成
講
座
を
受

講
し
た
人

▼
内
容　
会
場
の
準
備
・
片
付
け
、

お
茶
類
の
提
供
、
参
加
者
と
の
会

話▼
募
集
人
数　
５
人（
先
着
順
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

涌
谷
町
社
会
福
祉
協
議
会
地
域
支

援
係

☎
43
ー
６
６
６
１

涌
谷
町
障
が
い
者

理
解
啓
発
講
座
を

開
催
し
ま
す

　
自
閉
症
や
発
達
障
害
者
に
お
け

る
行
動
障
害
に
つ
い
て
、
障
害
者

へ
の
理
解
啓
発
を
目
的
と
し
た
講

座
を
開
催
し
ま
す
。

▼
日
時　
９
月
19
日（
火
）

　
　
　
　
17
時
～
18
時
30
分

▼
場
所　
涌
谷
町
町
民
医
療
福
祉

セ
ン
タ
ー
研
修
ホ
ー
ル

▼
講
師　
岡
本
病
院　
相あ

い

上が
み

和か
ず

徳の
り

医
師

▼
受
講
料　
無
料

▼
事
前
申
込　
不
要

▼
主
催　
涌
谷
町
障
害
者
自
立
支

援
協
議
会

▼
問
い
合
わ
せ
先

涌
谷
町
福
祉
課
福
祉
班

☎
25
ー
７
９
０
２

結
の
郷
わ
く
や

☎
25
ー
９
６
７
５

旧
統
一
教
会
な
ど
の
霊
感

商
法
で
お
困
り
の
人
向
け

の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
相
談
会

　
法
テ
ラ
ス
主
催
で
、
弁
護
士
や

心
理
士
、
社
会
福
祉
士
が
相
談
に

応
じ
る
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
相
談
会
を

行
い
ま
す
。

▼
日
時　
９
月
８
日（
金
）

　
　
　
　
９
時
30
分
～
15
時
45
分

▼
場
所　
仙
台
駅
周
辺（
詳
細
な

場
所
は
予
約
完
了
後
に
伝
え
ま

す
）

▼
相
談
方
法　
面
談

▼
申
し
込
み
先

☎
０
１
２
０
ー
０
０
５
ー
９
３
１

（
平
日
９
時
30
分
～
17
時
）

第
26
回
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ｉ

動
物
セ
ミ
ナ
ー
in

美
里
町
を
開
催
し
ま
す

▼
日
時　
９
月
30
日（
土
）

　
　
　
　
13
時
30
分
～
15
時
30
分

▼
場
所　
美
里
町
駅
東
地
域
交
流

セ
ン
タ
ー
多
目
的
ホ
ー
ル

▼
内
容

▽
講
演
・
講
師　
～
災
害
時
に
も

役
立
つ
～
い
ま
ど
き
の
ペ
ッ
ト
と

の
暮
ら
し
方
・
ペ
ッ
ト
ラ
イ
フ
サ

ポ
ー
ト
ふ
う 

ペ
ッ
ト
ラ
イ
フ
ア

ド
バ
イ
ザ
ー　
板
谷
智と

も

子こ

氏

▽
そ
の
他　

犬
猫
の
質
問
コ
ー

ナ
ー

▼
問
い
合
わ
せ
先

町
民
生
活
課
町
民
生
活
班

☎
43
ー
２
１
１
３

人
権
擁
護
委
員
は

あ
な
た
の
街
の
身
近
な

相
談
パ
ー
ト
ナ
ー

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
地
域
の
住

民
の
中
か
ら
人
権
問
題
に
理
解
や

熱
意
の
あ
る
人
た
ち
が
市
町
村
長

か
ら
推
薦
を
受
け
、
法
務
大
臣
か

ら
委
嘱
さ
れ
た
人
た
ち
で
す
。

　
人
権
に
関
す
る
相
談
を
受
け
た

り
、
幼
稚
園
や
小
中
学
校
で
人
権

教
室
を
開
き
、
命
の
大
切
さ
や
思

い
や
り
の
心
に
つ
い
て
の
理
解
を

深
め
て
も
ら
う
た
め
の
活
動
を
し

て
い
ま
す
。
毎
日
の
生
活
を
営
ん

で
い
く
上
で
、
こ
れ
は
人
権
問
題

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
感
じ
た
り
、

法
律
上
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
わ

か
ら
な
い
た
め
困
っ
た
り
す
る
こ

と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
場
合
は
、
一
人
で
悩
ま
ず
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
相
談
は
、
無
料

で
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

▼
相
談
時
間　
月
曜
～
金
曜
日
８

時
30
分
～
17
時
15
分
、
土
曜
・
日

曜
日
10
時
～
17
時

▼
相
談
電
話

▽
み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番

☎
０
５
７
０
ー
０
０
３
ー
１
１
０

▽
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

☎
０
５
７
０
ー
０
７
０
ー
８
１
０

▽
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

☎
０
１
２
０
ー
０
０
７
ー
１
１
０

　
ま
た
、
右
記
以
外
に
、
涌
谷
町

独
自
で
毎
月
第
２
火
曜
日
10
時
か

ら
15
時
ま
で
涌
谷
町
役
場
で
も
相

談
を
受
け
て
い
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

町
民
生
活
課
町
民
生
活
班

☎
43
ー
２
１
１
３

ほ
め
な
い 

し
か
ら
な
い

子
育
て
講
演
会

　
前
回
も
大
好
評
だ
っ
た
岩
倉
政ま

さ

城き

氏
に
よ
る
講
演
会
を
開
き
ま
す
。

講
演
会
終
了
後
に
、
１
時
間
程
度

個
別
相
談
会
を
設
け
ま
す
。

▼
日
時　
９
月
９
日（
土
）

　
開
場　
13
時
30
分

▼
場
所　
涌
谷
公
民
館

▼
参
加
料　
無
料

▼
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
先

ま
ち
か
ど
保
健
室　
鈴
木

☎
０
９
０
ー
２
９
８
５
ー
４
０
５
１
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統
計
調
査
員
を
募
集

し
て
い
ま
す

　
国
の
統
計
調
査
の
ほ
と
ん
ど
が

統
計
調
査
員
を
介
し
て
行
わ
れ
、

令
和
７
年
２
月
に
農
林
業
セ
ン
サ

ス
、
令
和
７
年
10
月
に
国
勢
調
査

と
い
う
国
の
大
規
模
調
査
を
予
定

し
て
い
ま
す
。

　
当
町
で
は
80
人
を
超
え
る
調
査

員
で
実
施
さ
れ
る
予
定
で
す
が
、

登
録
人
数
が
不
足
し
て
い
ま
す
。

ご
協
力
い
た
だ
け
る
人
の
登
録
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

企
画
財
政
課
企
画
班

☎
43
ー
２
１
１
２

守
で
き
る
こ
と

▼
問
い
合
わ
せ
先

建
設
課
都
市
計
画
班

☎
43
ー
２
１
２
９

第
39
回
秋
の
山
唄

全
国
大
会
出
場
者
を

募
集
し
ま
す

　
五ご

穀こ
く

豊ほ
う

穣じ
ょ
うの

守
り
神
、
箟
岳
山

を
謳う

た

っ
た
民
謡
「
秋
の
山
唄
」
の

全
国
大
会
を
開
催
し
ま
す
。
優
勝

者
は
箟
岳
山
箟
峯
寺
で
「
秋
の
山

唄
」
を
奉
納
し
ま
す
。

▼
開
催
日　
11
月
12
日（
日
）

▼
開
催
場
所　
涌
谷
町
勤
労
福
祉

セ
ン
タ
ー

▼
募
集
締
切　
９
月
15
日（
金
）

▼
出
場
区
分　

少
年
少
女
の
部

（
中
学
生
以
下
）・
寿
年
の
部（
11

月
12
日
現
在
満
75
歳
以
上
）・
一

般
の
部（
各
部
門
ご
と
に
定
員
は

定
め
ま
せ
ん
が
、
出
場
者
総
数
を

１
５
０
人
ま
で
と
し
ま
す
）

▼
出
場
料　
２
千
円（
お
弁
当
付

き
、
少
年
少
女
の
部
は
無
料
）

▼
申
込
方
法　
申
込
書
類
な
ど
を

送
付
し
ま
す
の
で
、
事
務
局
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

秋
の
山
唄
全
国
大
会
事
務
局（
涌

谷
町
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
内
）

☎
43
ー
２
１
１
９

町
営
住
宅
の
入
居
者
を

募
集
し
ま
す

▼
募
集
住
宅

▼
申
込
期
間　
　
９
月
１
日（
金
）

　
　
　
　
　
　
～
９
月
15
日（
金
）

▼
抽
選
予
定
日　
９
月
20
日（
水
）

 

（
複
数
申
込
時
の
み
抽
選
）

▼
入
居
可
能
日　
10
月
中
旬
以
降

▼
申
込
方
法　
建
設
課
備
え
付
け

の
用
紙
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
入
居
要
件　
①
～
⑥
の
要
件
に

す
べ
て
該
当
す
る
こ
と
①
暴
力
団

員
で
は
な
い
こ
と
②
持
ち
家
が
な

い
こ
と
③
同
居
す
る
親
族（
申
し

込
み
か
ら
３
カ
月
以
内
に
婚
姻
予

定
の
人
を
含
む
）が
い
る
こ
と
④

町
税
な
ど
を
完
納
し
て
い
る
こ
と

⑤
収
入（
各
種
控
除
後
の
月
額
所

得
）が
次
に
該
当
す
る
こ
と（
一
般

世
帯
15
万
８
千
円
以
下
、
裁
量
世

帯（
高
齢
者
・
障
害
者
世
帯
な
ど
）

21
万
４
千
円
以
下
）⑥
公
営
住
宅

法
と
涌
谷
町
町
営
住
宅
条
例
を
遵

高
専
３
年
次
修
了
者

▼
受
付
期
間

▽
医
学
科　
７
月
１
日（
土
）

　
　
　
　
～
10
月
11
日（
水
）

▽
看
護
科　
７
月
１
日（
土
）

　
　
　
　
～
10
月
４
日（
水
）

▼
試
験
日（
１
次
試
験
）

▽
医
学
科　
10
月
21
日（
土
）

▽
看
護
科　
10
月
14
日（
土
）

《
貸
費
学
生
》

▼
応
募
資
格　
大
学
の
理
学
部
・

工
学
部
の
３・４
年
次
な
ど（
詳
細

は
、
石
巻
地
域
事
務
所
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

▼
受
付
期
間　
６
月
１
日（
木
）

　
　
　
　
　
～
11
月
10
日（
金
）

▼
試
験
日　
　
12
月
３
日（
日
）

《
予
備
自
衛
官
補（
技
能・一
般
）》

▼
応
募
資
格

▽
技
能　
18
歳
以
上
で
国
家
資
格

な
ど
を
有
す
る
人

▽
一
般　
18
歳
以
上
34
歳
未
満
の
人

▼
受
付
期
間　
６
月
１
日（
木
）

　
　
　
　
　
～
９
月
21
日（
木
）

▼
試
験
日　
９
月
23
日（
土
）～
10

月
９
日（
月
）の
い
ず
れ
か
１
日
を

指
定

▼
問
い
合
わ
せ
先

自
衛
隊
宮
城
地
方
協
力
本
部
石
巻

地
域
事
務
所

☎
０
２
２
５
ー
83
ー
６
７
８
９

自
衛
官
を
募
集
し
ま
す

《
自
衛
官
候
補
生
》

▼
応
募
資
格　
18
歳
以
上
33
歳
未
満

▼
受
付
締
切　
通
年
で
募
集

《
一
般
曹
候
補
生（
第
２
回
）》

▼
応
募
資
格　
18
歳
以
上
33
歳
未
満

▼
受
付
期
間　
７
月
１
日（
土
）

　
　
　
　
　
～
９
月
５
日（
火
）

▼
試
験
日（
１
次
試
験
）　
９
月
15

日（
金
）～
17
日（
日
）の
い
ず
れ
か

１
日
を
指
定

《
航
空
学
生
》

▼
応
募
資
格（
見
込
含
）

▽
海
・
空　
18
歳
以
上
23
歳
未
満

（
空
は
21
歳
未
満
）の
人
で
高
卒
ま

た
は
高
専
３
年
次
修
了
者

▼
受
付
期
間　
７
月
１
日（
土
）

　
　
　
　
　
～
９
月
７
日（
木
）

▼
試
験
日　
　
９
月
18
日（
月
）

《
防
衛
大
学
校
学
生（
一
般
）》

▼
応
募
資
格（
見
込
含
）　
18
歳
以

上
21
歳
未
満
の
人
で
高
卒
ま
た
は

高
専
３
年
次
修
了
者

▼
受
付
期
間　
７
月
１
日（
土
）

　
　
　
　
　
～
10
月
18
日（
水
）

▼
試
験
日（
１
次
試
験
）

　
　
　
　
　
　
10
月
28
日（
土
）

《
防
衛
医
科
大
学
校
学
生（
医
学

科
・
看
護
科
）》

▼
応
募
資
格（
見
込
含
）　
18
歳
以

上
21
歳
未
満
の
人
で
高
卒
ま
た
は

☆３歳以上のお子さんは、いつでもピアノ無料体験できます。
☆電子オルガン (エレクトーン )もレッスンできます。

♪佐藤音楽教室　生徒募集

【教室所在地】
涌谷教室 (☎42-3077)
※涌谷第一小学校・福祉センター近く
古川教室 (☎22-1610)
※古川第四小学校近く・ブックオフ隣

ホームページはこちら！ http://satoongakukyousitu.blog.fc2.com/

申し込みは、1世帯につき1戸に限り。
駐車場は別途月額2,000円かかります。

募集住宅・家賃月額 間取り
八雲住宅 334 号・431 号

23,300 ～ 46,100 円
中江南住宅 8 号

21,700 円～ 42,500 円

八雲
3DK

中江南
4LDK

階層 世帯人数 戸数
八雲 3 階

中江南 2 階建
て一戸建て

八雲 2 人以上
中江南 4 人以

上
各 1 戸
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ベ
ガ
ル
タ
仙
台
と

金
の
い
ぶ
き
の
稲
刈
り

体
験
会
を
行
い
ま
す

　
こ
の
春
、
ベ
ガ
ル
タ
仙
台
ク
ラ

ブ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
タ
ー
の
富
田
晋し

ん

伍ご

氏
と
田
植
え
を
し
た
玄
米
食
専

用
米
「
金
の
い
ぶ
き
」
の
稲
刈
り

体
験
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
し
ま
す
。

▼
日
時　
９
月
24
日（
日
）

　
　
　
　
10
時
～
13
時
頃

▼
場
所　
涌
谷
町
役
場

　
　
　
　
（
集
合
・
解
散
場
所
）

▼
内
容　
金
の
い
ぶ
き
に
関
す
る

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
、
ベ
ガ
ル

タ
仙
台
ク
ラ
ブ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

タ
ー
富
田
晋
伍
氏
と
金
の
い
ぶ
き

稲
刈
り
体
験（
手
刈
り
と
最
新
型

コ
ン
バ
イ
ン
の
乗
車
体
験
）、
新

米
を
使
っ
た
昼
食
な
ど

▼
申
込
方
法　
電
話
で
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

▼
定
員　
20
人（
先
着
順
）

▼
参
加
費　
５
０
０
円（
昼
食
代
）

▼
申
込
締
切　
９
月
15
日（
金
）

▼
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
先

企
画
財
政
課
企
画
班

☎
43
ー
２
１
１
２

令
和
６
年
４
月
入
所

保
育
所
等
入
所
児
童
を

募
集
し
ま
す

《
対
象
と
な
る
保
育
施
設
》

　
各
施
設
の
対
象
児
の
年
齢
は
、

令
和
６
年
４
月
１
日
時
点
の
年
齢

で
す
。

▼
涌
谷
保
育
園（
私
立
）

▽
対
象
児　
生
後
６
カ
月
～
５
歳

児▽
保
育
時
間　
月
曜
～
土
曜
日

７
時
～
18
時
30
分（
祝
日
・
年
末

年
始
を
除
く
）

▽
電
話
番
号　
☎
42
ー
２
３
３
３

▼
涌
谷
修
紅
幼
稚
舎（
私
立
）

▽
対
象
児　
生
後
６
カ
月
～
５
歳
児

▽
保
育
時
間　
月
曜
～
土
曜
日

７
時
～
18
時
30
分（
祝
日
・
年
末

年
始
を
除
く
）

▽
電
話
番
号　
☎
43
ー
５
１
５
５

▼
認
定
こ
ど
も
園
こ
ど
も
の
丘

（
私
立
）

▽
対
象
児　
生
後
６
カ
月
～
５
歳
児

▽
保
育
時
間　
月
曜
～
土
曜
日

７
時
～
18
時
30
分（
祝
日
・
年
末

年
始
を
除
く
）

▽
電
話
番
号　
☎
87
ー
８
４
０
１

▼
さ
く
ら
ん
ぼ
こ
ど
も
園（
町
立
）

▽
対
象
児　
生
後
６
カ
月
～
２
歳
児

▽
保
育
時
間　
月
曜
～
土
曜
日

７
時
～
18
時
30
分（
祝
日
・
年
末

年
始
を
除
く
）

▽
電
話
番
号　
☎
43
ー
６
６
８
１

傷
・
心
身
に
障
害
が
あ
り
、
児
童

の
保
育
が
で
き
な
い
児
童

▼
利
用
料

▽
通
常
利
用 

月
額
３
千
円（
き
ょ

う
だ
い
同
時
入
所
児
童
、
10
日
未

満
利
用
は
月
額
１
５
０
０
円
）

▽
夏
休
み
の
み
利
用　
５
千
円

▽
冬
休
み
の
み
利
用　
千
円

▽
学
年
始
学
年
末
休
み
利
用　
各

千
円

▼
お
や
つ
代　
月
額
１
５
０
０
円

▼
傷
害
保
険
料　
年
額
８
０
０
円

《
申
請
方
法
》

▽
申
請
書
配
布
期
間

９
月
19
日（
火
）～
９
月
29
日（
金
）

▽
申
請
書
受
付
期
間

10
月
２
日（
月
）～
10
月
20
日（
金
）

▽
書
類
配
布
場
所
・
提
出
先

〇
新
入
所
児
童
は
子
育
て
支
援
室

〇
在
所
児
童
は
各
児
童
ク
ラ
ブ

　
す
で
に
き
ょ
う
だ
い
が
児
童
ク

ラ
ブ
を
利
用
し
て
い
る
場
合
は
、

書
類
配
布
と
提
出
と
も
に
各
児
童

ク
ラ
ブ
で
も
対
応
可
能
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

福
祉
課
子
育
て
支
援
室

☎
25
ー
７
９
０
６

わ
く
わ
く
ス
マ
イ
ル
児
童
ク
ラ
ブ

☎
25
ー
３
０
１
７

杉
の
子
児
童
ク
ラ
ブ

☎
43
ー
５
５
８
９

小
里
箟
岳
児
童
ク
ラ
ブ

☎
45
ー
３
１
１
２

令
和
６
年
４
月
入
所

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
入

所
児
童
を
募
集
し
ま
す

《
対
象
と
な
る
施
設
と
定
員
》

●
わ
く
わ
く
ス
マ
イ
ル
児
童
ク
ラ

ブ（
定
員
１
６
０
人
）

●
杉
の
子
児
童
ク
ラ
ブ（
定
員
38

人
）

●
小
里
箟
岳
児
童
ク
ラ
ブ（
定
員

29
人
）

▼
入
所
期
間　
令
和
６
年
４
月
１

日
～
令
和
７
年
３
月
31
日

▽
平
日　
放
課
後
～
18
時
30
分

▽
土
曜
日　
７
時
30
分
～
18
時
30
分

▽
長
期
休
暇
・
振
替
休
業
日　

７
時
30
分
～
18
時
30
分

▼
入
所
面
談　
新
入
所
児
童
は
親

子
で
面
接
し
ま
す
。
在
所
児
童
は
、

面
談
を
せ
ず
書
類
提
出
の
み
。

《
入
所
の
基
準
》

　
町
内
小
学
校
の
１
～
６
年
生
児

童
。
た
だ
し
、
利
用
希
望
の
児
童

ク
ラ
ブ
が
定
員
超
過
の
場
合
、
わ

く
わ
く
ス
マ
イ
ル
児
童
ク
ラ
ブ
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
具
体
的
に
は
、
次
の
よ
う
な
要

件
で
す
。

①
保
護
者（
同
居
ま
た
は
隣
地
に

居
住
し
て
い
る
祖
父
母
含
む
。
以

下
、
保
護
者
と
い
う
）が
就
労
な

ど
で
留
守
家
庭
と
な
る
児
童
②
保

護
者
が
自
営
・
農
業
に
従
事
し
て

い
る
児
童
③
保
護
者
が
病
気
・
負

《
入
所
の
基
準
》

　
涌
谷
町
に
在
住
し
、
保
護
者
が

仕
事
や
病
気
な
ど
の
た
め
、
子
ど

も
を
家
庭
で
保
育
で
き
な
い
場
合
。

具
体
的
に
は
、
次
の
よ
う
な
要
件

で
す
。

①
就
労
し
て
い
る
②
妊
娠
中
で
あ

る
か
出
産
後
間
も
な
い
③
疾
病
や

負
傷
が
あ
っ
た
り
、
精
神
・
身
体

に
障
害
が
あ
る
④
長
期
に
わ
た
り

同
居
の
親
族
を
介
護
し
て
い
る
⑤

災
害
復
旧
に
あ
た
っ
て
い
る
⑥
求

職
活
動（
起
業
準
備
含
む
）を
し
て

い
る
⑦
そ
の
他
、
前
述
に
類
す
る

状
態
と
認
め
ら
れ
る
場
合

《
申
請
方
法
》

　
９
月
15
日（
金
）以
降
に
、
福
祉

課
子
育
て
支
援
室
や
各
施
設
に
備

え
付
け
の
申
請
用
紙
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
福
祉
課
子
育
て
支
援

室
に
、
10
月
２
日（
月
）か
ら
10
月

27
日（
金
）（
平
日
８
時
30
分
～
17

時
15
分
）ま
で
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

《
町
外
施
設
を
希
望
す
る
場
合
》

　
町
外
の
保
育
所
な
ど
を
希
望
す

る
場
合
は
、
自
治
体
間
の
協
議
が

必
要
で
す
。
在
住
す
る
町
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

福
祉
課
子
育
て
支
援
室

☎
25
ー
７
９
０
６

お知らせ イベント相談 募集

ベガルタ仙台
富田晋伍氏
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9月は世界アルツハイマー月間
9月21日は世界アルツハイマーデイ

みんなで知ろう
　　　　認知症のこと

　涌谷町では認知症になっても住み慣れた地域
で安心して暮らせる町を目指し、認知症の予
防と認知症当事者や家族の視点を重視した共生、
早期発見の啓発に向けた認知症対策を推進して
います。

　今年6月「共生社会の実現を推進するための認知症基
本法（認知症基本法）」が成立し、認知症の人が尊厳を
保ちながら希望を持って暮らせるよう、認知症の人を
含めた国民一人一人が個性と能力を発揮し、相互に尊
重する共生社会の実現などがうたわれています。日本
では2025年には高齢者の約5人に1人が認知症になる
と推計されています。認知症は誰もがなりうる可能性
があるからこそ、自分事として考え、正しく理解する
ことが大切です。
【認知症とは？】
　さまざまな原因で脳の細胞が死んだり働きが悪くな
ることで、記憶・判断力の障害などが起こり、日常生
活に支障が出ている状態をいいます。65歳未満で発症
する認知症は、若年性認知症と言われています。
《症状》
●記憶障害（最近のことをすぐ忘れてしまうなど）
●見当識障害（時間、日にち、場所などが不確か）
●理解力・判断力の障害（ATMの操作に時間がかかる

など）
●実行機能障害（料理の手順が分からなくなるなど）
●感情表現の変化（怒りっぽくなるなど）
その他、妄想・幻覚、不安・うつ症状などがみられる

こともあります。

【認知症になるのを遅らせる予防】
　脳血管性認知症は生活習慣病を予防することで防ぐ
ことができます。高血圧や糖尿病、脂質異常症などで
服薬中の人は飲み忘れがないようにしましょう。
　また、認知症は早期診断、早期治療により進行を緩
やかにできると言われています。心配に感じたら、早
めにかかりつけ医または地域包括支援センターにご相
談ください。

【安心して共に暮らせる共生に向けて】
●認知症サポーター養成講座
　認知症を理解し、認知症当事者や家族を温かく見守
る応援者として認知症サポーターを養成しています。
認知症の症状、認知症当事者への対応などを学びたい
方が5人以上集まれば講座を開催できます。お気軽にお
問い合わせください。
●認知症カフェ～さくらカフェ～
　涌谷町社会福祉協議会では、認知症に関するミニ講
話や、参加者同士の交流、専門職への個別相談ができ
る「さくらカフェ」を開催しています。お気軽にご参
加ください。
○日時　9月27日（水）10時～
○場所　ゆうらいふ多目的ホール

【認知症のことを知るために～啓発～】
　涌谷公民館図書室では今月、認知症の本の特集をし
ています。認知症当事者や介護者の気持ち、認知症の
方への接し方など、さまざまな認知症関連図書・児童
図書を展示・貸し出ししています。
　ぜひご利用ください。

【問い合わせ先】
涌谷町地域包括支援センター（福祉課包括支援班）
☎25-7903
　認知症や物忘れなどの相談に応じ、専門医療機関の
紹介や介護保険の案内などを行っています。来所や電
話のほか、訪問してお話を伺うことも可能です。

代表的な認知症の種類と原因

《アルツハイマー型認知症》
脳の神経細胞が変性し、脳全体が萎縮することで起
こる。（全体の 6 割を占める）

《脳血管性認知症》
脳梗塞や脳出血などのために、神経の細胞に十分な
栄養や酸素がいきわたらなくなり、脳細胞が死滅す
ることで起こる。

《レビー小体型認知症》
レビー小体というタンパク質が大脳皮質全体に出現
することで起こる。

《前頭側頭型認知症》
脳の前頭葉と側頭葉を中心に変性し壊れていくこと
で起こる。
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法
の
改
正
に
よ
り
、
今
後
農

業
委
員
会
も
「
地
域
計
画
」

の
策
定
に
向
け
集
落
の
話
し

合
い
な
ど
に
参
加
し
、
新
た

な
農
地
等
利
用
の
最
適
化
活

動
に
取
り
組
み
た
い
と
思
い

ま
す
。

　
未
熟
者
で
は
ご
ざ
い
ま
す

が
、
精
一
杯
職
務
を
全
う
す

る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

皆
様
方
の
ご
指
導
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

町
民
皆
さ
ま
に
は
、
日
頃

よ
り
農
業
委
員
会
の
運
営
・

活
動
に
関
し
ま
し
て
、
格
別

な
る
ご
理
解
と
ご
支
援
を
賜

り
、
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま

す
。

　
令
和
５
年
７
月
の
改
選
に

よ
り
、
農
業
委
員
11
人
、
農

地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
12

人
が
新
た
に
任
命
さ
れ
ま
し

た
。

　
第
１
回
の
総
会
に
お
い
て
、

農
業
委
員
全
員
の
推
薦
を
い

た
だ
き
新
た
な
会
長
に
就
任

い
た
し
ま
し
た
。

　
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進

涌谷町

農業委員会だより

農業者年金 農業者年金がさらに便利になります
農業委員会やお近くのJAにご相談ください

農業者年金に
加入できる人 1 2 3

国民年金
第1号被保険者

年間60日以上
農業に従事して
いる

60歳未満の人
国民年金保険料納付
免除者を除きます

【農業者年金の特徴】
①若い農業者が加入しやすいよう保険料が引き下げ
　35歳未満で認定農業者に該当しないなど一定の要件
を満たす人は、10,000円から（上限67,000円）でも通常
加入できるようになりました。
②農業者年金の受給開始時期の選択肢が拡大
　年金の受給開始時期をご自身で選択できます。
　農業者老齢年金 65歳以上75歳未満
　特例付加年金 65歳以上（年齢上限なし）
③農業者年金の加入可能年齢を引き上げ
　加入可能年齢が、60歳から65歳に引き上げられます。

60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入している人も
農業者年金に加入できるようになりました。
④支払った保険料全額が社会保険料控除の対象に
　自ら支払った保険料は、家族の分も含めて全額社会保
険料控除の対象です。その他、年金運用益が非課税、受
け取る年金も公的年金等控除の対象となるなど、税制面
の優遇措置が受けられます。
⑤認定農業者で青色申告者などに国庫補助で手厚く支援
　39歳までに農業者年金に加入すれば、必要な要件を
満たしたときから、政策支援（国庫補助最大月額10,000
円）を受けられます。

農
業
委
員
会
会
長
あ
い
さ
つ

涌
谷
町
農
業
委
員
会
会
長

日
野
　
善よ
し
勝か

つ
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受
け
手
・
担
い
手

出
し
手
・
農
地

所
有
者

農地中間管理事業の仕組み
農地中間管理機構

（農地集積バンク）

市町村が計画を
策定し、県が計
画を公告。

貸し付けには条件が
あります。
詳細は、お問い合わ
せください。

①出し手から農地を借り受け
②場合により簡易条件整備などを
実施（出し手・受け手の負担を伴い
ます）
③受け手（認定農業者など）への農
地集積に配慮し貸付

市町村・農業委員会
JAなどに相談

機構に貸し付け 機構から借り受け

農地転用するときには
農地法の許可が必要となります

農地中間管理機構を活用しましょう

涌谷町の
賃借料情報

　令和4年1月～12月までに締結（公告）された賃借料における賃借料水準
（10a当たり）は、以下のとおりです。データ数は集計に用いた筆数です。金
額は算出結果を四捨五入し100円単位としています。

締結（公告）された地区名 平均額 最高額 最低額 データ数

田（水稲の部）

西地区 12,000円 15,000円 9,000円 70筆
東地区 11,800円 17,400円 10,000円 14筆
箟岳地区 13,000円 20,000円 6,000円 2筆

（参考）涌谷町平均 12,000円 ― ― 86筆
畑 涌谷町平均 10,000円 10,000円 10,000円 6筆

●農地転用とは
　農地を農地以外のものにすることをいいます。
　農地以外とは、住宅用地、工場用地、駐車場、資材置場、一時的な残土置き場 など

●農地は無断で転用できません
　自分の土地であっても、農地を転用するには農地法で定められた手続きが必要です。許可を受けずに転用し
たり、許可どおりに転用していない場合は、農地法違反となり、原状回復などの命令や罰則の適用があります。

●農地を転用する計画がある場合は
　農地の場所や用途などによって許可要件が異なります。あらかじめ農業委員会にご相談ください。
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